
令和５年第１回臨時会

農林水産委員会提出資料

（所管事項関係）

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ８ 日

農 林 水 産 部



大雨による被害と対応について

農林水産部

１ 農林水産被害の状況
(1) 被害額 ７，６７０，１５７千円（７月27日現在）

(2) 被害内容

4,410 ha 1,954,455 千円

1,829 ha 188,839 千円

238 ha 285,147 千円

6,477 ha 2,428,441 千円

16 戸 4,000 千円

7 棟 730 千円

7 台 202 千円

－ 4,932 千円

543 箇所 1,649,862 千円

838 箇所 1,206,150 千円

1,381 箇所 2,856,012 千円

1 件 5,500 千円

1 件 6,000 千円

2 件 11,500 千円

31 箇所 1,141,500 千円

253 路線

638 箇所

669 箇所 2,356,772 千円

2 件 5,500 千円

3 件 7,000 千円

5 件 12,500 千円

7,670,157 千円

区　分 内　訳 数　量 被害額

水稲

大豆

園芸作物等（ねぎ、えだまめ、花き等）

計

畜産施設

パイプハウス

農業機械

計

農地（畦畔崩落・土砂流入等）

農業用施設（水路・ため池の損壊等）

計

養殖施設（養殖魚の流出・へい死等）

漁港施設（流木・ゴミ等の流入）

計

林地（崩落等）

計

木材加工施設

高性能林業機械

計

合　　　計

農作物等

栽培施設等

農地・農業用施設

水産物・水産施設

林地・林道施設 林道（路肩崩落等） 1,215,272 千円

林業施設等
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(3) 被害状況

ねぎほ場への浸水（能代市吹越） 水田への土砂流入（秋田市河辺三内）

ため池の決壊（仙北市角館町山谷川崎） 山腹の崩壊（秋田市添川）
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２ これまでの対応
(1) 被害状況の把握

市町村等と連携し、全県域の被害状況の把握に努めるとともに、被害が甚大な市町村へ普及指導員や土地改良
関係の技術職員を派遣し、水稲や園芸作物、水利施設等の被害状況調査を支援している。
・期間：７月20日（木）～
・人数：延べ66名（秋田市、能代市、八峰町、藤里町）

(2) 被災農家に対する技術指導等
秋田県農作物異常気象対策本部から、大雨の被害に対する農作物等の栽培管理技術を情報提供するとともに、

普及指導員等による現地指導を実施している。
併せて、秋田県農林水産情報総合ポータルサイト「こまちチャンネル」で、相談窓口や被害状況等を随時情報

発信している。

(3) 農業用水の確保
水稲の出穂期を迎え、農業用水の確保が重要であることから、市町村や土地改良区による水路の土砂撤去や災

害用応急ポンプの手配・設置を指導している。

３ 大雨災害復旧支援の概要（案）
別紙のとおり
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４ 災害復旧（公共）   

○農作物等　　　 　　 ２，４３３百万円
　■水稲　　　　 　 　　　　　 4,410ha
　■大豆　　　　  　　　　　   1,829ha
　■園芸作物等　　  　　　　　　 238ha
　■栽培施設等　　　　　　　　　　30件

○農地・農業用施設　　２，８５６百万円
　■水田畦畔等　　　　　　　　 543箇所
　■水路・ため池等　　　　　 　838箇所

○水産物・水産施設　　　　　１２百万円
　■養殖施設　　　　　　　　　　　１件
　■漁港施設　　　　　　　　　　　１件

○林地・林道施設等　　２，３６９百万円
　■林地　　　　　　　　　　　  31箇所
　■林道　　　　　　　253路線・638箇所
　■林業施設等　　　　　　　　　　５件

　　　　大雨災害復旧支援の概要（案）

○昨年の豪雨と比較し、浸水・冠水した面積
が２倍以上と多く、農作物被害が大きい。

○各作目の生育ステージにおいて重要な時期
に被災。

○昨年の豪雨の被災地で再び被災。 

○林道の被災により、素材生産や再造林への
影響を懸念。

令 和 5 年 7 月
農 林 水 産 部

今回の大雨災害の特徴

農林水産被害額計 ７６．７億円
（7/27現在）

経営の継続と被災箇所の早期復旧を図る

(2) 林地･林道施設関係 
　・災害関連緊急治山等事業(国)
　・林道施設災害復旧事業(国)
　・林地荒廃防止施設災害復旧事業(国)
　・県単治山事業(県)
　・県単治山施設災害復旧事業(県)

(1) 農地･農業用施設関係
  ・農地災害復旧事業(国)
　・農業用施設災害復旧事業(国)
　・農地･農業用施設小災害支援事業(県)

３ 経営等復旧・再開支援                       

(1) 農地復旧支援
　　 ・土砂や堆積物等の除去、農地の保全管理、農地の地力再生　

(2) 経営等再開支援 
     ①水稲・大豆
　　　 ・追加で必要になる薬剤や肥料、来年の種子、農機等の修繕 等
　　 ②園芸作物等
　　 　・追加で必要になる薬剤や肥料、来年の種子･資材、農機等の修繕 等
　　 ③畜産
　　 　・家畜衛生資材、飼料、生産施設･機器の修繕 等
　　 ④水産
　　 　・イワナ･ヤマメ等の種苗、養殖施設の修繕 等
　　 ⑤林業・木材産業
　　　 ・林業機械、木材加工設備の修繕 等

(3) 資金面からの支援（農業・漁業経営フォローアップ資金）
　 　・貸付対象：農業・漁業経営の再建に向けた運転資金
　   ・融資限度額：個人500万円・法人2,500万円
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２ 農業共済・収入保険 

１ 技術指導
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